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業務及び財産の状況に関する説明書類 

 

令和６年 ８月３１日作成     

監査法人名 監査法人グラヴィタス       

所在地   京都府京都市中京区富小路通三条下る朝倉町528番地  
代表者     木田 稔                   

 

一．業務の概況 

１．監査法人の目的及び沿革 

当監査法人は、以下の業務を行なうことを目的とする。 

1. 財務書類の監査又は証明の業務     

2. 財務書類の調製、財務に関する調査若しくは立案又は財務に関する相談の業務 
（沿革） 
財務書類の監査又は証明の業務を目的とし、平成18年12月20日設立。 
平成20年5月14日に定款変更し、公認会計士法第2条第2項に規定する業務を行うことを目的に追加。 
平成26年7月1日付で大同監査法人を吸収合併し、従たる事務所として大阪事務所を設置。 

 

２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人の別 

無限責任監査法人 

 

３．業務の内容 

(1) 業務概要 

主に監査証明業務を行なっている。 
(2) 新たに開始した業務その他の重要な事項 

該当事項なし 
(3) 監査証明業務の状況 

※ 令和６年６月３０日現在 

種別 
被監査会社等の数 

総数 内大会社等の数 

① 金商法・会社法監査       ３ 社     ３ 社 

② 金商法監査 ― ― 

③ 会社法監査 ２ ― 

④ 学校法人監査 ５２ ― 

⑤ 労働組合監査 ― ― 

⑥ その他の法定監査 １６ ― 

⑦ その他の任意監査 １２ ― 

計 ８５ ３ 
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(4) 非監査証明業務の状況 

監査証明業務を実施した会社等に対して、非監査証明業務は実施していない。 

 

４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 

(1) 業務の執行の適正を確保するための措置 
① 経営の基本方針 
経営の基本方針として「３つの High-quality」の概念を提唱し、行動指針とし、継続的改善に努
める。 

High-quality Services 
私たちは高品質のサ－ビスの提供を最重要課題とする。 
High-quality Groups 
私たちは高品質の専門家集団を構成し、組織的・戦略的・効率的に行動する。 
High-quality Members 
私たちは高品質の知識と技術を習得し、更なる飛躍のための自己研鑽に努める。 
品質目標として、以下を掲げております。  
・高水準な品質の実現  
業務の社会的責務を認識し、正確・迅速・適法を厳守し、サービスの仕様や納期などの基本的

事項を大切にする。  
・組織の活性化と効率化  
担当する職務の機能と責任を理解し、チームワークを大切に業務に取り組むとともに、業務の

効率化のために努力します。  
・必要なスキルの認識と取得  
担当する職務に必要な知識や技術を認識しその獲得をするとともに、全員が専門家であること

を自覚し、能力向上のための継続的な努力をします。  
・品質方針の徹底  
「３つの High-quality」の概念の理解を深め、全員の行動指針となるように徹底します。 
 

② 経営管理に関する措置 
当法人は、品質管理に関する適切な方針及び手続を定め、社員会の代表者が、当法人の品質管理

のシステムに関する最終的な責任を負う。 
社員会は、全ての監査業務において監査業務の品質が優先されるということを認識し、専門要員

の評価、報酬及び昇進等の人事に関する方針及び手続に反映させる。営業や業績上の考慮事項が監

査業務の品質に優先することがないよう各管理者の責任を定め、 品質管理の方針及び手続の整備や
文書化、並びにその支援を行うために十分な資源を用意する。 
品質管理担当責任者は、品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任を負う。品質管理のシ

ステムを整備し、運用するための十分かつ適切な経験及び業務遂行能力を維持し、品質管理上の問

題を識別、理解して、適切な方針及び手続を定める。不正リスクに関する品質管理の責任者は、品

質管理担当責任者とする。 
監査責任者は、実施する監査業務の全体的な品質を合理的に確保するために、当法人が定める品

質管理のシステムに準拠して監査を実施する責任を負う。 
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③ 法令遵守に関する措置 
専門要員は、業務を実施するに当たって、「職業的専門家としての基準及び適用される法令等」を

遵守しなければならず、当法人は、当該法令遵守のため品質管理のシステムを整備し運用する。 
社員会は、監査業務の品質を重視する風土を醸成するために、当法人の品質管理に関する方針及

び手続、職業的専門家としての基準及び適用される法令等を遵守して業務を実施すること、及び状

況に応じた適切な監査報告書を発行することを強調する行動とメッセージを明確に一貫して繰り返

し示す。 
「職業的専門家としての基準及び適用される法令等」は、監査基準・不正リスク対応基準（法令

により準拠が求められている場合）・監査基準報告書・監査に関する品質管理基準・品質管理基準報

告書、公認会計士法・同施行令・同施行規則、金融商品取引法、会社法、日本公認会計士協会が公

表する会則・倫理規則・報告書・実務指針・通達その他から構成される。 
 

(2) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置 

① 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の確保（独立性の保持のための方針） 
（職業倫理） 
当法人は、当法人及び専門要員が、関連する職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に確

保するために、職業倫理の遵守に関する方針及び手続を定める。監査責任者は、当法人の定める職

業倫理の遵守に関する方針及び手続を遵守するとともに、専門職員がこれを遵守していることを確

かめ、監査チームのメンバーが職業倫理に関する規定を遵守していないことに気付いたときには、

専門的な見解の問合せを行うなどの適切な対応をとる。監査チームは、職業倫理に関する規定の遵

守に関して識別された重要な問題及びその問題の解決方法を監査調書に記載する。 
（独立性） 

当法人は、職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守することを合理的に確保するた

めに、独立性の保持のための方針及び手続を定める。品質管理担当責任者は、当法人及び専門要員

が、独立性の規定を遵守していることを確認するため、毎年一定の時期及び必要となる時点におい

て、倫理委員会研究報告第１号「監査人の独立性チェックリスト」により独立性に対する阻害要因

の有無を調査する。 
監査責任者は、当法人の定める独立性の保持のための方針及び手続を遵守するとともに、監査チ

ームのメンバーがこれを遵守していることを確かめる。監査責任者は、関与した会計期間及び翌会

計期間の終了する日までの間は、当該監査関与先（連結会社等を含む。）の役員又はこれに準ずるも

のに就任しない。 
（ローテーションの方針及び手続） 

当法人は、監査業務の監査責任者等の長期間の関与に関して、方針及び手続を次のように定めて

いる。 
ⅰ. 大会社等の監査業務については、監査責任者に対して職業倫理に関する規定で定める一定期
間のローテーションを義務付ける。 
ⅱ. 大会社等以外で当法人が定める監査業務の主要な担当者が、長期間にわたって継続して同一
の監査業務に従事している場合、独立性を阻害する馴れ合いを許容可能な水準に軽減するため

のセーフガードの必要性を決定する。セーフガードの必要性を決定するにあたっては、社会的

影響の程度も考慮した上で、当法人の方針に従って判断する。 
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② 業務に係る契約の締結及び更新 
当法人は、関与先との契約の新規の締結又は更新に関する方針及び手続を定める。業務を実施す

るための適性及び能力（時間及び人的資源等）を有し、職業倫理に関する規定の遵守が可能であり、

関与先の誠実性に問題がない場合にのみ、関与先との契約の新規の締結又は更新を行う。契約の更

新を決定する際には、当年度又は過年度における監査業務の実施中に生じた重要な事項と、それら

が契約の更新に与える影響を考慮する。 
契約の締結を辞退する原因となるような情報を契約の締結後に入手した場合、当法人及び監査責

任者は必要な対応をとる。 
当法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務に係る監査契約の新規の締結及び更新の判

断に関する方針及び手続を、以下のように定める。監査責任者は、その手続が適切に行われている

ことを確かめる。 
ⅰ. 不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価する。不正リスクの考慮に
は、関与先の誠実性に関する理解が含まれる。 
ⅱ. 新規の締結時及び更新時はリスクの程度に応じて、審査会が指名する適切な者が当該評価の妥
当性を検討する。 

 
③ 業務を担当する社員その他の者の採用、教育・訓練、評価及び選任 
ア. 社員の報酬の決定に関する事項 
社員は、その行動と姿勢を通じて監査の品質向上に寄与し、その役割を果たすための適切な能力

を開発及び維持する義務を負う。社員の報酬は、各社員の行動や姿勢、能力等の評価に基づき社員

会が決定し、品質目標の達成とは整合しない財務や営業の事項を優先しないこととする。 
 
イ. 社員及び使用人その他の従事者の研修に関する事項 
当法人は、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に準拠して業務を実施すること及び

当法人又は監査責任者が状況に応じた適切な監査報告書を発行できるよう、必要とされる適性、能

力及び経験並びに求められる職業倫理を備えた十分な専門要員を合理的に確保するため、人事に関

する方針及び手続を定める。専門要員の採用の手続を効果的に定め、業務の遂行に必要な適性及び

能力を有し、適切な資質をもった誠実な人材を採用することに配慮する。専門要員に必要とされる

適性や能力を維持、開発するため、全ての専門要員が継続的な研修を受けることの必要性を強調し、

必要な研修の機会を提供する。全ての専門要員は、必要な継続的専門研修を履修し、品質管理担当

責任者に報告する。専門要員が能力を高め維持すること及び職業倫理（独立性を含む。）を遵守する

ことを正当に評価し、十分にこれに報いる。社員会は、専門要員の評価を行い、報酬及び昇進を決

定する。 
監査責任者の選任に関しては、その職責を果たすための適切な適性、能力及び権限を有し、十分

な時間を確保できること及び職業倫理（独立性を含む。）を遵守して監査業務を実施できることを確

かめる。  
監査チームのメンバーの選任と必要とされる監督の程度の決定においては、監査業務の理解の程

度、実務経験、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に対する理解、ＩＴの知識及び会

計又は監査の特定の領域を含む適切な専門的知識、関与先が属する産業に関する知識及び適切な専

門的知識及び職業的専門家としての判断能力並びに当法人の定める品質管理に関する方針及び手続
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についての理解を検討する。 
当法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務がある場合には、専門要員が監査業務を行

う上で必要な不正事例に関する知識を習得し、能力を開発できるよう、当法人内外の研修等を含め、

不正に関する教育・訓練の適切な機会を提供する。 
 
④ 業務の実施及び審査 
ア. 専門的な見解の問合せ 
当法人は、専門的な見解の問合せに関する方針及び手続を定める。判断に困難が伴う重要な事項

や見解が定まっておらず判断が難しい重要な事項に直面した場合には、監査チームのメンバーは、

速やかに監査責任者に報告する。監査責任者は、報告された事項を、監査チームの他のメンバーと

も討議して検討する。また、当該事項を審査会に事前に相談し、必要あるときは、当法人内外の適

切な専門的な知識及び経験等を有する者に問合せ、入手した見解を検討する。専門的な見解の問合

せは、監査調書に十分かつ詳細に記載し、必要に応じ、依頼者と助言者の双方が確認する。 
当法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、不正による重要な虚偽表示を示

唆する状況が識別された場合、又は不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、

必要に応じ当法人内外の適切な専門的知識及び経験等を有する者に問合せ、入手した見解を検討す

る。監査責任者は、監査チームがこの手続を適切に実施する責任を負う。 
 
イ. 監査上の判断の相違の解決 
当法人は、監査チーム内、監査チームと専門的な見解の問合せの助言者との間、又は、監査責任

者と審査会との間の監査上の判断の相違を解決するための方針及び手続を定める。専門的な見解の

問合せを行った者は、監査上の判断の相違に関して到達した結論及びその対処について、適切に文

書化する。監査報告書は、監査上の判断の相違が解決しない限り発行しない。監査チームは、監査

チーム内、監査チームと専門的な見解の問合せの助言者との間、又は、該当する場合、監査責任者

と審査会の間の監査上の判断の相違が生じた場合には、速やかに監査責任者又は品質管理担当責任

者に報告する。監査責任者又は品質管理担当責任者は、報告された内容を検討し、監査上の判断の

相違を解決するための適切な措置を取る。 
監査チームのメンバーは、監査上の判断の相違の生じるおそれのある事項を認識した場合には、

速やかに、監査責任者に報告するとともに、適時に、監査責任者は審査会に事前相談を行う。 
監査責任者と審査会との間の監査上の判断の相違が解決できない場合には、品質管理担当責任者

は、当法人内外の適切な専門的な知識及び経験等を有する者に専門的な見解の問合せを行い、監査

上の判断の相違を解決する。 
監査責任者は、監査上の判断の相違が生じた事項やそれが十分に予測される事項に関して、監査

チームのメンバーが監査責任者又は当法人内の他の適切な者に報告することができ、これによって

不当な取扱いを受けることはないということを適時に監査チームのメンバーに伝達する。 
 

ウ. 監査証明業務に係る審査 
当法人は、合議制による審査会において監査業務に係る審査を実施し、全ての監査業務について

監査計画並びに監査意見形成のための監査業務に係る審査を行う。監査計画の審査とは、監査チー

ムが監査意見表明に至る過程において監査計画の策定及びその修正に関して行うものである。監査
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意見の審査とは、監査チームが行った監査手続、監査上の重要な判断及び監査意見を客観的に評価

するために行うものである。 
当法人は、審査が完了するまで監査報告書を発行しない方針であり、監査報告書の日付は、審査

の完了日以降とする。 
監査責任者は、監査中に識別した重要な事項（審査中に識別されたものを含む。）について審査会

と討議し、審査が完了した日以降を監査報告書日とする。 
審査は、通常、重要な事項についての監査責任者との討議、財務諸表や内部統制報告書と監査報

告書案の検討（特に監査意見についての十分な検討）及び監査チームが行った重要な判断とその結

論に関する監査調書の検討により行われる。 
審査会は、合議制による審査を監査計画の策定から監査意見の形成まで一貫してかつ適時に実施

する。審査委員の選任に当たっては、必要な知識、経験、能力、職位等の監査業務の審査を行うた

めに必要とされる資格、客観性を損なうことなく業務に関して専門的な見解の問合せの助言を行う

ことができる程度、職業倫理に関する規定で要求される独立性を考慮して、その適格性を検討する。 
審査委員には、監査責任者として審査対象監査業務を担当できる程度の十分かつ適切な経験と権

限を有する者であり、当法人の社員かつ公認会計士の資格取得後、５年以上の監査実務経験等を有

する者を選任する。 
不正リスク対応基準が適用される監査業務について、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況

を識別した場合、審査会が審査において評価する重要な事項や監査チームが行った重要な判断には、

不正による重要な虚偽表示の疑義があるかどうかの判断が含まれる。不正による重要な虚偽表示の

疑義があると判断された場合には、審査会は、修正後のリスク評価及びリスク対応手続が妥当であ

るかどうか、入手した監査証拠が十分かつ適切であるかどうかについて検討する。不正リスク対応

基準が適用される監査業務について、不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合、当法人は、こ

れに対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する審査委員を選任する。また、不正による

重要な虚偽表示の疑義の内容及び程度に応じて、必要な場合には社員会で審査を実施する。 
監査責任者は、当法人の定める方針及び手続に従って審査委員が選任されていることを確かめる。 
監査基準報告書 701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」が適用と
なる場合、監査報告書案が適切であるかどうかの検討には以下を含める。 
ⅰ.報告すべき監査上の主要な検討事項が監査報告書案に記載されているかどうか。 
ii. 監査基準報告書 701第 13項に基づき監査上の主要な検討事項を記載しない場合、記載しないこ
とが適切かどうか。 
iii. 報告すべき監査上の主要な検討事項がない場合、企業及び監査に関する事実及び状況を踏まえて
それが適切かどうか。 
監査報告書案の検討には監査上の主要な検討事項の表現方法の検討も含むものとする。 

 
エ. 監査ファイルの電子化その他の監査調書の不適切な変更を防止するために行っている監査調書の
管理及び保存に関する体制の整備状況 
当法人は、監査報告書日後、適切な期限内に監査ファイルの最終的な整理を完了するため、監査

ファイルの最終的な整理に関する方針及び手続を定める。  
監査ファイルは、原則として、監査報告書ごとにまとめる。ただし、実施した作業の関連性から、 
金融商品取引法に基づく監査と会社法に基づく監査の監査調書や、連結財務諸表に関する監査と個 
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別財務諸表に関する監査の監査調書を一つの監査ファイルとしてまとめることができる。監査ファ 
イルの最終的な整理を完了する期限は、監査報告書日（監査ファイルに複数の監査報告書が含まれ 
る場合には、いずれか遅い監査報告書日）から、60日を超えないものとする。  
当法人は、監査調書に関し、機密性、保管の安全性、情報の完全性、アクセス可能性及び検索可

能性を合理的に確保する。監査チームは、業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし、又は

盗用してはならない。したがって、監査調書に記録された秘密の保持のため、正当な理由なく監査

調書の全部又は一部を他に示してはならない。また、特に個人情報を保護することに関連する法令 
等に留意する。 
監査調書は、当法人の方針及び手続に従わない追加、変更や削除により、又は媒体の消失や破損

により、監査調書に記載された情報の完全性、アクセス可能性及び検索可能性が、阻害されること

がある。そこで、監査調書の作成、変更又は査閲の履歴を明確にし、監査計画や監査の実施などの

各段階において情報を保全する。当法人の方針及び手続に従わない監査調書の変更等を防止すると 
ともに、監査チームやその他の正当な権限を有する者に対し、業務上の必要に応じた監査調書への 
アクセスの権限を付与する。  
監査調書は 10年間保存することとし、監査ファイルの最終的な整理が完了した後、その保存期間
が終了するまでは、いかなる監査調書であっても、削除又は廃棄してはならない。保存年限が到来

した監査調書は、監査関与先のリスク等を勘案の上、監査責任者は、品質管理担当責任者の承認を

得て、廃棄するか、保存年限を延長するかを決定する。  
当法人は、監査ファイルの最終的な整理の完了後における監査調書の変更又は追加の履歴を明確 
にするとともに、品質管理レビューやその他の目的で、当法人外の権限を有する者が監査調書を閲 
覧できるようにする。監査調書は、本規程に定める期間を保有した後は、保存期限を延長したもの

を除き、品質管理担当責任者の承認を得て、速やかに廃棄手続をとる。 
 
オ. その他 
当法人は、不服と疑義の申立てに関する方針及び手続を定め、不服と疑義の申立てを受け付ける 
担当責任者を選任し、必要に応じ適切に文書化する。不服と疑義の申立ての調査において、品質管

理の方針及び手続の整備及び運用に関する不備が発見された場合、又は一人若しくは複数の者が品 
質管理のシステムに準拠していないことが発見された場合には、品質管理担当責任者は、適切な是 
正措置を講じる。また、この方針及び手続の一部として、当法人は、専門要員が不当な取扱いを受

けることなく不服と疑義の申立てを行うことができるように、明確に定められた内部通報等の制度 
を定める。  
当法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、当法人内外からもたらされる情 
報に対処するため、不正リスクに関連して当法人内外から当法人に寄せられた情報を受け付け、当 
該情報について、関連する監査責任者へ適時に伝達する。監査責任者は、監査チームが監査の実施

において当該情報をどのように検討したかについて、品質管理担当責任者に書面又は電磁的記録で 
報告する。 

 
⑤ 業務の品質の管理の監視に関する措置 
(1) 監査事務所の品質管理に関する方針及び手続の監視のプロセス 
当法人は、品質管理のシステムに関するそれぞれの方針及び手続が、適切かつ十分であるととも
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に、有効に運用されていることを合理的に確保するため、品質管理のシステムの監視に関するプロ

セスを定める。上記プロセスには、品質管理のシステムに関する日常的監視（以下「日常的監視」

という。）及び評価を含める。また、監査責任者ごとに少なくとも一定期間ごとに一つの完了した監

査業務の定期的な検証（以下「定期的な検証」という。）を含める。  
当法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、監査業務における不正リスクへ

の対応状況を、定期的な検証により確かめる。すなわち、監査契約の新規の締結及び更新、不正に

関する教育・訓練、業務の実施、監査事務所間の引継が当法人の品質管理の方針及び手続に 準拠し
て実施されていることを確かめる。 
 
(2) 識別した不備の評価、伝達及び是正の方針及び手続 
当法人は、日常的監視及び定期的な検証によって発見された不備の影響を評価し、速やかな是正 
措置が必要である組織的、反復的又はその他の重要な不備が判明した場合には、品質管理担当責任 
者は、改善を要する事項を検討し、適切な措置をとる。品質管理担当責任者は、監査責任者及び他

の適切な者に対して、品質管理のシステムの監視によって発見された不備とこれに対する適切な是 
正措置を伝達する。監査責任者等は、それぞれの権限と責任に応じて、迅速かつ適切な対応を図り、 
求められた是正措置を適時に実施する。品質管理担当責任者は、少なくとも年に一度、品質管理の

システムの監視の結果を、社員会に伝達するとともに、品質管理のシステムの監視に関する事項を 
適切に文書化する。 
 
⑥ 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する責任者の選任その他の責任の所在の明確
化に関する措置 
当法人は、監査業務の品質を合理的に確保するために、日本公認会計士協会から公表された監査 
基準報告書、実務指針に準拠し、実務ガイダンス等を参考として、監査業務の実施に関する方針及

び手続を品質管理規程及び監査マニュアルとして定める。当該方針及び手続には、監査業務の実施、 
監査チームへの指示、監督及び査閲、専門的な見解の問合せ、監査上の判断の相違、監査事務所内

における監査責任者の全員の交代を含める。当法人は、以下の方針及び手続を通じて監査業務の実 
施における品質の保持を図る。 
監査責任者は、職業的専門家としての基準及び適用される法令等を自ら遵守するとともに、その

遵守を監査チームのメンバーに指示する。監査チームのメンバーに対し適切な指示及び監督を行い、

適時に監査調書を査閲し、必要と認める場合、追加手続を指示する。実施した作業に関する適切な

監査調書が作成され、査閲の時期と範囲に関して適切に記録されていることを確認する。実施した

作業及びその過程で行った重要な判断及び発行される監査報告書の様式を検討する。 
品質管理担当責任者は、監査業務の実施に関する全ての方針及び手続を適宜更新し、社員会の承

認を得て、品質管理規程等に反映する。 
不正リスク対応基準が適用される監査業務について、監査責任者は、不正リスクに適切に対応で

きるように、監査業務を監督する責任を負うとともに、監査調書を査閲する責任を負う。また、同

一の企業の監査業務を担当する監査責任者が全員交代した場合、監査の過程で識別した不正リスク

を含む重要な事項を適切に伝達し、監査責任者は、監査の過程で識別した不正リスクを含む重要な

事項の伝達が行われていることを確かめる。 
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(3) 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼ
すことを排除するための措置 

 

業務執行社員が実施した監査手続の結果をもとに意見を形成し、審査会において、その内容につい

て審査している。なお、当法人には特定社員はおりません。 

 

(4) 直近において公認会計士法第46条の9の2第1項の規定による協会の調査（品質管理レビュー）を受け
た年月 

① 令和3年11月に調査を受け、令和4年3月に品質管理レビュー報告書を受領した。当該報告書にお
いては、下記の結論が表明された。 

１． 通常レビューを実施した結果、レビュー対象期間末日における監査法人グラヴィタスの品質管
理のシステムの整備の状況において、品質管理の基準に適合していない重要な不備事項は見受け

られなかった。 

２． 通常レビューを実施した結果、レビュー対象期間における監査法人グラヴィタスの品質管理の
システムの運用の状況において、当該品質管理のシステムに準拠していない重要な不備事項な見

受けられなかった。 

② 平成28年3月に特別レビューが実施された。平成28年3月に限定事項のない旨の特別レビュー実施
結果通知書を受領した。 

 
(5) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正であることの確認 

 品質管理システムに関する最終的な責任を持つ最高経営責任者が、業務の品質管理の方針の策定及

びその実施に関する措置が適正であることについて確認している。 

 

５． 公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社等監査人で

あるものに限る。）又は他の監査法人との業務上の提携（法第24条の４又は第34条の34の13に規定する

業務を公認会計士と共同して行うことを含む。）に関する事項 

 
(1) 当該業務上の提携を行う当該公認会計士の氏名又は他の監査法人の名称 

該当事項なし 

(2) 当該業務上の提携を開始した年月 

該当事項なし 

(3) 当該提携上の提携の内容 

該当事項なし 

 

６．外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て財務書類の

監査又は証明をすることを業とする者）との業務上の提携に関する事項 

 
(1) 提携を行う外国監査事務所等の商号又は名称 

Baker Tilly International  
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(2) 提携を開始した年月 

平成19年10月30日 
 

(3) 業務上の提携の内容 

メンバーファームへの加入 

 

(4) 共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等によって構成 
される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決めの概要 

 当監査法人は、Baker Tilly Internationalの我が国におけるメンバーファームである。但し、各国

のメンバーファームはBaker Tilly Internationalとは人的・資本的・経済的に独立している。 

Baker Tilly Internationalに加盟するそれぞれ独立した会計事務所は、提供するサービスの品質向

上に努めることにより相互の価値を高める。 

 

二．社員の概況 

 

１．社員の数 

公認会計士 特定社員 合計 

１０人 ―人 １０人 

 

２．重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 

合議体の名称 合議体の目的 
合議体の構成 

公認会計士 特定社員 計 

社員会 最高意思決定機関 １０人 ―人 １０人 

 

三．事務所の概況 

名称 所在地 

当該事務所に勤務する者の数 

社員 公認会計士であ

る使用人の数 公認会計士 特定社員 計 

（主） 

監査法人 
グラヴィタス 

京都府京都市中京

区富小路通三条下

る朝倉町 528番地 

７人 ― 人 ７人 ５人 

（従） 

監査法人 
グラヴィタス 
大阪事務所 

大阪市中央区 
北久宝寺町二丁目 
2番 7号 

３人 ― 人 ３人 ― 人 

 



11 

 

四．監査法人の組織の概要 

（令和６年６月３０日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五．財産の概況 

 

１． 売上高の総額 

（単位：千円） 

 第１７期 

令和４年７月１日～ 

令和５年６月３０日 

第１８期 

令和５年７月１日～ 

令和６年６月３０日 

売上高 

監査証明業務 

非監査証明業務 

 

228,788 

16,295 

 

210,025 

22,829 

合 計 245,084 232,854 

 

２． 直近の二会計年度の計算書類  

無限責任監査法人であるため添付しない。 

 

３． ２に掲げる計算書類に係る監査報告書 

  無限責任監査法人であるため添付しない。 

 

六．被監査会社等（大会社等に限る）の名称 

 
金下建設株式会社 
オーベクス株式会社 
ネクストウェア株式会社 
 

以 上 

社 員 会 

最高経営責任者 

審 査 会 品質管理担当責任者 

業務執行社員 定期的な検証担当者 

監査補助者 


